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第５部 その他の緊急対応 
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第１章 その他の緊急対応活動 

・区民の避難を伴う事故等として想定されるものには、この他にも大規模な火災、危険物及び有毒

ガス等の漏洩、群衆事故等が考えられる。区は、区民の避難を伴う事故等の際には、不発弾処理の

本部体制に準拠した対応を行うが、その事故等の影響が区内全域におよぶ場合は、震災編に定める

災害対策本部に準じた体制をとることとする。 

・武力攻撃又は武力攻撃に準ずる手段又はテロによる武力攻撃事態、緊急対処事態、ＣＢＲＮＥを

使用した攻撃については、荒川区国民保護計画による体制により対応する。 

 
※ その他 

・区は、被害状況に対応して、必要な対策を実施する。対策の詳細は震災編を準用する。 
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